
今月の学習会報告 ～ 医療相談課 編～

まずは基本に立ち返り、虐待の種類と定義を学び直しました。

「何が虐待にあたるのか。」「虐待認定される判断基準は何
か。」など、法律や国の指針、ガイドラインを確認しました。

虐待例では、「これも虐待にあたるのか」と新たに認識したも
のや時代と共に変化してきた概念がありました。

そして、虐待疑いのケースが発生した場合の院内での対応手順、
個人情報保護法との関係、支援上の視点も確認しました。

まなmemo

院内で虐待疑いの患者が発見された場合、相談を受ける部署が
医療相談課（ソーシャルワーカー）です。若手が増えている為、
対応時の手順や留意点を確認することにしました。

学び

虐待ケースは虐待者と被虐待者の今後の人生を左右するかもし
れない責任のある支援です。「知っているつもり」ではなく、
概念や法的根拠等を理解し、対応できるようにしたいです。
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ルーブリック評価
今回は、学習の評価に用いられるルーブリック評価を紹介します。
ルーブリック評価を使ったことのある方は、どのくらいいるでしょ
うか？言葉としては知らなくても、これを使って評価した、された
という方は結構いるかと思います。
研修医の評価には、すでに使っているのですが、その良いところを
活かすためには、評価者と学習者がルーブリック評価の内容をよく
理解して、相互に評価することが必要なようです。評価者にとって
は、どのように成長してほしいかを言語化して伝えることができ、
学習者にとっては、次に求められるレベルが言葉になっていると、
これからすべきことを明確にしやすくなります。なんでもそうです
が、ただ、やっただけでは活かされないんですね。

右：初期研修医の内科外来
研修評価票の一部抜粋

教育現場でも使われること
が多くなっているようです。


